
山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
号
　
　
令
和
二
年
六
月
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

山
梨
県
公
報

第
百
四
号

令
和
二
年六

月
十
五
日

月　曜　日

三
〇
三

目

次

告

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し	

三
〇
三

○
令
和
二
年
度
の
自
衛
官
募
集	

三
〇
三

○
一
の
敷
地
内
に
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
が

　
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
旨
の
認
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

三
〇
四

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請	

三
〇
四

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
二
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
総
合
県
税
事
務
所
長
　
　
山
　
　
岸
　
　
正
　
　
宜

氏
名
又
は
名
称

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

指
定
取
消
年
月
日

有
限
会
社
上
野
油
店

山
梨
県
甲
斐
市
下
今
井
八
九

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
三
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及

び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
度
自
衛
官
候
補
生
並
び
に
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二

等
空
士
と
し
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
募
集
期
間
、
試
験
期
日
並
び
に
試
験
場
の
名
称
及
び
位
置
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
自
衛
官
候
補
生

募
集
期
間

試
験
期
日

試
験
場
の
名
称
及
び
位
置

令
和
二
年
六
月
二
十
二
日

（
月
）
ま
で

令
和
二
年
六
月
二
十
七
日

（
土
）

自
衛
隊
北
富
士
駐
屯
地
　
南
都
留

郡
忍
野
村
忍
草
三
千
九
十
三
番
地

令
和
二
年
七
月
二
日
（
木
）

ま
で

㈠
筆
記
試
験

　
令
和
二
年
七
月
十
一
日

（
土
）

㈡
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査

　
令
和
二
年
七
月
二
十
三
日

（
木
）
又
は
同
月
二
十
四
日

（
金
）
の
い
ず
れ
か
の
指
定

さ
れ
た
日

㈠
筆
記
試
験

　
甲
府
地
方
合
同
庁
舎
　
甲
府
市

丸
の
内
一
丁
目
一
番
十
八
号

㈡
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査

　
自
衛
隊
北
富
士
駐
屯
地
　
南
都

留
郡
忍
野
村
忍
草
三
千
九
十
三
番

地

令
和
二
年
八
月
二
十
日
（
木
）

ま
で

令
和
二
年
八
月
二
十
九
日

（
土
）

自
衛
隊
北
富
士
駐
屯
地
　
南
都
留

郡
忍
野
村
忍
草
三
千
九
十
三
番
地

令
和
二
年
九
月
十
日
（
木
）

ま
で

㈠
筆
記
試
験

　
令
和
二
年
九
月
十
八
日

（
金
）か
ら
同
月
二
十
日（
日
）

ま
で
の
間
の
指
定
さ
れ
た
日

㈡
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査

　
令
和
二
年
九
月
二
十
六
日

（
土
）
又
は
同
月
二
十
七
日

（
日
）
の
い
ず
れ
か
の
指
定

さ
れ
た
日

㈠
筆
記
試
験

　
甲
府
地
方
合
同
庁
舎
　
甲
府
市

丸
の
内
一
丁
目
一
番
十
八
号

　
山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進

セ
ン
タ
ー
ぴ
ゅ
あ
富
士
　
都
留
市

中
央
三
丁
目
九
番
三
号

㈡
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査

　
自
衛
隊
北
富
士
駐
屯
地
　
南
都

留
郡
忍
野
村
忍
草
三
千
九
十
三
番

地

二
　
一
般
曹
候
補
生
（
二
等
陸
士
・
二
等
海
士
・
二
等
空
士
）

募
集
期
間

試
験
期
日

試
験
場
の
名
称
及
び
位
置

令
和
二
年
三
月
一
日
（
日
）

か
ら
同
年
七
月
三
日
（
金
）

ま
で

㈠
一
次
試
験
（
筆
記
試
験
）

　
令
和
二
年
七
月
十
一
日

（
土
）

㈡
二
次
試
験
（
口
述
試
験
及

び
身
体
検
査
）

　
令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

（
金
）
か
ら
八
月
十
六
日

（
日
）
ま
で
の
間
の
指
定
さ

れ
た
日

㈠
一
次
試
験

　
甲
府
地
方
合
同
庁
舎
　
甲
府
市

丸
の
内
一
丁
目
一
番
十
八
号

㈡
二
次
試
験

　
甲
府
地
方
合
同
庁
舎
　
甲
府
市

丸
の
内
一
丁
目
一
番
十
八
号

　
自
衛
隊
北
富
士
駐
屯
地
　
南
都

留
郡
忍
野
村
忍
草
三
千
九
十
三
番

地

令
和
二
年
七
月
一
日
（
水
）

か
ら
同
年
九
月
十
日
（
木
）

ま
で

㈠
一
次
試
験
（
筆
記
試
験
）

　
令
和
二
年
九
月
十
八
日

（
金
）か
ら
同
月
二
十
日（
日
）

ま
で
の
間
の
指
定
さ
れ
た
日

㈡
二
次
試
験
（
口
述
試
験
及

び
身
体
検
査
）

　
令
和
二
年
十
月
九
日
（
金
）

か
ら
同
月
十
四
日
（
水
）
ま

で
の
間
の
指
定
さ
れ
た
日

㈠
一
次
試
験

　
甲
府
地
方
合
同
庁
舎
　
甲
府
市

丸
の
内
一
丁
目
一
番
十
八
号

　
山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進

セ
ン
タ
ー
ぴ
ゅ
あ
富
士
　
都
留
市

中
央
三
丁
目
九
番
三
号

㈡
二
次
試
験

　
甲
府
地
方
合
同
庁
舎
　
甲
府
市

丸
の
内
一
丁
目
一
番
十
八
号

　
自
衛
隊
北
富
士
駐
屯
地
　
南
都

留
郡
忍
野
村
忍
草
三
千
九
十
三
番

地



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
百
四
号
　
　
令
和
二
年
六
月
十
五
日

三
〇
四

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
の
敷
地
内
に
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
建
築
物
（
以
下
「
一

敷
地
内
認
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
以
外
の
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
が
次
の
公
告
認
定
対
象
区
域
内

の
他
の
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
と
の
関
係
に
お
い
て
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上

支
障
が
な
い
こ
と
を
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
六
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
認
定
番
号
　
山
梨
県
指
令
建
住
第
千
二
百
十
四
号

二
　
公
告
認
定
対
象
区
域
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
清
水
新
居
字
小
松
田
三
百
五
十
二
番
三
及
び
三
百
五
十

二
番
四

三
　
公
告
認
定
対
象
区
域
等
を
表
示
し
た
図
書
の
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課

公
　
　
　
告

◉
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県

民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
令
和
二
年
六
月
四
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

1
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
ペ
ー
ス
ふ
う

2
　
代
表
者
の
氏
名
　
永
井
寛
子

3
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
天
神
中
条
百
七
十
七
番
地

4
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
　
こ
の
法
人
は
、
リ
ユ
ー
ス
食
器
の
レ
ン
タ
ル
事
業
を
と
お
し
て
循

環
型
社
会
の
実
現
を
目
指
す
。
併
せ
て
、
だ
れ
も
が
生
き
生
き
と
働
け
る
職
場
環
境
づ
く
り
を
行

う
と
と
も
に
、
行
政
や
他
団
体
と
の
連
携
を
図
る
中
で
、
地
域
社
会
と
の
共
生
を
目
指
す
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
令
和
二
年
六
月
五
日
か
ら
同
年
七
月
五
日
ま
で

三
　
航
空
学
生
（
二
等
海
士
・
二
等
空
士
）

募
集
期
間

試
験
期
日

試
験
場
の
名
称
及
び
位
置

令
和
二
年
七
月
一
日
（
水
）

か
ら
同
年
九
月
十
日
（
木
）

ま
で

令
和
二
年
九
月
二
十
二
日

（
火
）

甲
府
地
方
合
同
庁
舎
　
甲
府
市
丸

の
内
一
丁
目
一
番
十
八
号

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

募
集
期
間

試
験
期
日

試
験
場
の
名
称
及
び
位
置

令
和
二
年
三
月
一
日
（
日
）

か
ら
同
年
七
月
三
日
（
金
）

ま
で

㈠
一
次
試
験
（
筆
記
試
験
）

　
令
和
二
年
七
月
十
一
日

（
土
）

㈡
二
次
試
験
（
口
述
試
験
及

び
身
体
検
査
）

　
令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

（
金
）
か
ら
八
月
十
六
日

（
日
）
ま
で
の
間
の
指
定
さ

れ
た
日

㈠
一
次
試
験

　
甲
府
地
方
合
同
庁
舎
　
甲
府
市

丸
の
内
一
丁
目
一
番
十
八
号

㈡
二
次
試
験

　
甲
府
地
方
合
同
庁
舎
　
甲
府
市

丸
の
内
一
丁
目
一
番
十
八
号

　
自
衛
隊
北
富
士
駐
屯
地
　
南
都

留
郡
忍
野
村
忍
草
三
千
九
十
三
番

地

令
和
二
年
七
月
一
日
（
水
）

か
ら
同
年
九
月
十
日
（
木
）

ま
で

㈠
一
次
試
験
（
筆
記
試
験
）

　
令
和
二
年
九
月
十
八
日

（
金
）か
ら
同
月
二
十
日（
日
）

ま
で
の
間
の
指
定
さ
れ
た
日

㈡
二
次
試
験
（
口
述
試
験
及

び
身
体
検
査
）

　
令
和
二
年
十
月
九
日
（
金
）

か
ら
同
月
十
四
日
（
水
）
ま

で
の
間
の
指
定
さ
れ
た
日

㈠
一
次
試
験

　
甲
府
地
方
合
同
庁
舎
　
甲
府
市

丸
の
内
一
丁
目
一
番
十
八
号

　
山
梨
県
立
男
女
共
同
参
画
推
進

セ
ン
タ
ー
ぴ
ゅ
あ
富
士
　
都
留
市

中
央
三
丁
目
九
番
三
号

㈡
二
次
試
験

　
甲
府
地
方
合
同
庁
舎
　
甲
府
市

丸
の
内
一
丁
目
一
番
十
八
号

　
自
衛
隊
北
富
士
駐
屯
地
　
南
都

留
郡
忍
野
村
忍
草
三
千
九
十
三
番

地


